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第１ 趣 旨 

この要領は、岩石等の採取に係る認可及び指導の基準に関する要綱（昭和５２年３ 

月２８日決裁）第３の規定に基づき、砂利の採取計画の認可申請手続の指導及び認可 

の基準並びにその採取等の指導の基準について定めるものとする。 

 

第２ 砂利採取計画の認可申請手続の指導基準 

砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）に基づく砂利の採取計画の認可申請手続に 

ついては、次に掲げる基準に従い、指導するものとする。 

１ 認可申請書等 

⑴ 認可申請に係る砂利採取場の全部又は一部が河川区域又は河川保全区域である 

場合は、認可申請書の「砂利採取場の区域」の欄に「ＯＯ水系ＯＯ川」と記入する 

こと。 

⑵ 認可申請書に記載する砂利採取場の面積等に係る端数は、次のとおり処理するこ 

と。 

ア 砂利採取場の面積は、平方メートルを単位として表示すること。この場合にお 

いて１平方メートルの１００分の１未満の端数があるときは、当該端数を切り捨 

てること。 

イ 採取する砂利の数量は、立方メートルを単位として表示すること。この場合に 

おいて、１立方メートルの１０分の１以上の端数があるときは、当該端数を１立 



方メートルとして表示すること。 

ウ 掘削深及び保安距離は、メートルを単位として表示すること。この場合におい 

て、１メートルの１０分の１未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるこ 

と。 

⑶ 洗浄認可申請書に記載する機械設備については、砕石機、動式フルイ及び分級機 

等の主たる機械について記入し、更に機械全体の能力を記入すること。 

⑷ 洗浄認可申請書に記載する洗浄水量については、還流水を含まない純然たる河川 

又は地下からの取水量とすること。 

⑸ 認可申請に当って、当該認可申請に係る採取計画地が農地等（農地法（昭和２７ 

年法律第２２９号）第２条第１項に規定する農地又は採草放牧地をいう。以下同 

じ。）である場合には、次に掲げるいずれかの措置が講じられていること。 

ア  認可を受けようとする採取計画が、当該認可申請をする者（以下「申請者」と 

いう。）と砂利採取業者団体（砂利採取業者（砂利採取法第６条第１項第３号に 

規定する砂利採取業者をいう。以下同じ。）で構成する法人格を有する団体（そ 

の連合会を含む。）で申請者が所属するものをいう。以下同じ。）との連名で策 

定されており、かつ、申請者及び当該砂利採取業者団体が採取跡地の埋戻し及び 

採取計画地の復元について共同責任を負っていること。 

イ  採取計画地の所有者、申請者及び農地等保証人（⑺に規定する者をいう。以 

 下同じ。）との三者間の契約において、次に掲げる事項が定められていること。 

(ｱ)  申請者が採取計画に従って採取跡地の埋戻し及び採取計画地の復元を行わ 

ないときには、農地等保証人がこれらの行為を申請者に代わって行うこと。 

(ｲ)  申請者が適当な第三者機関に採取跡地の埋戻し及び採取計画地の復元を担 

保するのに必要な金額の金銭等を預託すること。 

(ｳ)  農地等保証人が申請者に代わって採取跡地の埋戻し及び採取計画地の復元 

を行ったときには、当該農地等保証人は、(ｲ)の金銭等をその費用に充当する 

ことができること。 

⑹ 認可申請に当って、当該認可申請に係る採取計画地が農地等以外である場合には、 

次に掲げるいずれかの措置が講じられていること。 

ア  認可を受けようとする採取計画が、申請者と砂利採取業者団体との連名で策定 

されており、かつ、申請者及び当該砂利採取業者団体が採取跡地の埋戻し及び埋 

め戻された当該採取跡地に係る砂利の採取に伴う災害防止措置（以下単に「災害 

防止措置」という。）の履行について共同責任を負っていること。 

イ  申請者及び団体以外責任負担者（砂利採取業者団体以外の農地等以外保証人 

（⑻に規定する者をいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）２名以上が採取 

跡地の埋戻し及び災害防止措置の履行について共同責任を負っていること。 

ウ 採取計画地の所有者、申請者及び農地等以外保証人との三者間の契約において、 



次に掲げる事項が定められていること。 

(ｱ)  申請者が採取計画に従って採取跡地の埋戻し及び災害防止措置を履行しな 

いときには、農地等以外保証人がこれらの行為を申請者に代わって行うこと。 

(ｲ)  申請者が適当な第三者機関に採取跡地の埋戻し及び災害防止措置の履行を 

担保するのに必要な金額の金銭等を預託すること。 

(ｳ)  農地等以外保証人が申請者に代わって採取跡地の埋戻し及び災害防止措置 

の履行を行ったときには、当該農地等以外保証人は、(ｲ)の金銭等をその費用 

に充当することができること。 

⑺ 農地等保証人は、採取跡地の埋戻し及び採取計画地の復元の履行を保証する資力 

及び信用を有する砂利採取業者のうち、砂利採取法第１６条に規定する採取計画の 

認可を受け、当該計画に基づき、申請者の認可申請の日前３年以上継続して、埼玉 

県又は埼玉県に隣接する都県において砂利採取業（砂利採取法第２条に規定する砂 

利採取業をいう。以下同じ。）を行った実績があり、かつ洗浄施設を有する者とす 

る。ただし、当該期間中に砂利採取法第２３条第１項若しくは第２項に規定する命 

令を受けた者若しくは第２６条に規定する処分を受けた者又は第４５条から第４ 

７条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者若しくは第４８条に規定する過料 

に処せられた者を除く。 

⑻ 農地等以外保証人は、採取跡地の埋戻し及び災害防止措置の履行を保証する資力 

及び信用を有する砂利採取業者、採石業者（採石法（昭和２５年法律第２９１号） 

第３２条の４第１項第３号に規定する採取業者をいう。以下同じ。）又は特定建設 

業者（建設業法（昭和２４年法律第１００号）別表第一に掲げる土木工事業（以下 

単に「土木工事業」という。）について、同法第３条第６項に規定する特定建設業 

の許可を受けた者をいう。以下同じ。）のうち、次に掲げる者とする。 

ア 砂利採取業者については、砂利採取法第１６条に規定する採取計画の認可を受 

け、当該計画に基づき、申請者の認可申請の日前３年以上継続して、埼玉県又は 

埼玉県に隣接する都県において砂利採取業を行った実績があり、かつ洗浄施設を 

有する者とする。ただし、当該期間中に砂利採取法第２３条第１項若しくは第２ 

項に規定する命令を受けた者若しくは第２６条に規定する処分を受けた者又は 

第４５条から第４７条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者若しくは第４ 

８条に規定する過料に処せられた者を除く。 

イ 採石業者については、採石法第３３条に規定する採取計画の認可を受け、当該 

計画に基づき、申請者の認可申請の日前３年以上継続して、埼玉県又は埼玉県に 

隣接する都県において採石業（採石法第１０条第１項第３号に規定する採石業を 

いう。以下同じ。）を行った実績がある者。ただし、当該期間中に採石法第第３ 

３条の１２に規定する処分を受けた者若しくは第３３条の１３第１項若しくは 

第２項に規定する命令を受けた者、又は第４３条から第４５条までに規定する罪 



を犯し刑に処せられた者若しくは第４６条に規定する過料に処せられた者及び 

アのただし書きに掲げる者を除く。 

ウ 特定建設業者については、申請者の認可申請の日前３年以上継続して、埼玉県 

又は埼玉県に隣接する都県において土木工事業に係る特定建設業を行った実績 

がある者。ただし、当該期間中に建設業法第２８条第１項、第２項若しくは第４ 

項に規定する指示を受けた者、又は第４５条から第５３条までに規定する罪を犯 

し刑に処せられた者若しくは第５４条若しくは第５５条に規定する過料に処せ 

られた者及びア又はイのただし書きに掲げる者を除く。 

⑼ ⑸イ又は⑹ウ（以下「三者契約条項」と総称する。）に規定する措置が講じら 

れる場合には、申請者に、三者契約条項に規定する契約に係る契約書の写しを提出 

させるものとし、⑹イに規定する措置が講じられる場合には、申請者及び団体以 

外責任負担者が採取跡地の埋戻し災害防止措置の履行について共同責任を負って 

いることを証する書面（以下「共同責任書面」という。）を提出させるものとする。 

⑽ ⑼の契約書の写しを提出させる場合又は⑹イに規定する措置が講じられるため 

前号の規定により共同責任書面を提出させる場合には、保証人（農地等保証人又は 

農地等以外保証人をいう。）又は団体以外責任負担者について、次に掲げる書面を 

併せて添付させるものとする。 

ア 住民票の写し（法人の場合は、法人登記簿謄本又は全部事項証明書） 

イ 印鑑証明書（法人の場合は、法人の代表者のもの） 

ウ  業の登録（特定建設業者の場合は、業の許可）を受けていることを示す書面 

エ  事業経歴書（関係する事業を継続して３年以上営んだ実績を示す書面） 

オ  最近３年間の財務諸表 

カ  誓約書（様式第１号の１（採取計画地が農地等の場合）） 

（様式第１号の２（採取計画地が農地等以外の場合）） 

２ 認可申請書の添付書類 

⑴ 掘削する深さが１０メートル以内のとき 

ア 砂利の採取計画等に関する規則（昭和４３年通商産業省令・建設省令第１号） 

第３条第２項又は第４条第２項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付する 

こと。 

(ｱ)  砂利採取場に隣接する土地の所有者の同意書（止むを得ない理由により同意 

が得られない場合にあっては、その理由書） 

(ｲ)  相続登記未了のため、登記簿上の所有名義人と権原の取得に係る契約書の所 

有名義人が相違する場合は、相続関係を明らかにした戸籍騰本及び相続権利者 

全員の同意書（止むを得ない理由により戸籍騰本及び同意書が得られない場合 

は、契約書の所有名義人が書いた、相続関係を明らかにする書類及び当該認可 

に関して関係者に一切迷惑をかけない旨の念書） 



(ｳ)  砂利採取場内に、抵当権等が設定されている区域がある場合は、砂利採取す 

ることに対する抵当権者等の同意書 

(ｴ)  土量計算書 

(ｵ)  洗浄認可申請書にあっては、機械設備のフローシート 

イ 砂利の採取計画等に関する規則第３条第２項に掲げる書類については、次に掲 

げる条件を満たしていること。 

(ｱ)  同項第１号の地図には、砂利採取場の位置、洗浄選別施設の所在地、埋土採 

取地並びに原石及び埋土の運搬路を記載してあること。 

(ｲ)  同項第３号及び第４号の図面の縮尺は、３００分の１又は５００分の１であ 

ること。 

(ｳ)  同項第５号の書面は、砂利採取法第３条の登録をした旨の通知書の写しであ 

ること。 

(ｴ)  同項第７号の書面は、次に掲げるものであること。 

a  砂利採取場の区域に係る土地の登記簿謄本の写し（洗浄認可申請書にあっ 

ては、地番、地目、地積及び所有者が、前回の認可内容と変更がない場合は、 

省略することができる。）及び公図の写し（砂利採取場及び当該砂利採取場 

の周辺の土地の地番、地目及び所有者の氏名を記載し、当該砂利採取場の区 

域を赤色で囲んだものに限る。） 

b  砂利採取場の区域に係る土地の全部又は一部が認可申請をする者の所有 

に属しない場合にあっては、同号の権原の取得に係る契約書の写し 

(ｵ)  同項第９号の書面は、次に掲げるものであること。 

a 認可申請者が埋め戻しのための土砂等の採取を行うことについて、当該土 

砂等を採取する土地（以下「採取地」という。）を所有する場合は、採取地 

の登記簿謄本の写し及び公図の写し（採取地の位置並びに採取地の周辺の土 

地の地番、地目及び所有者の氏名を記載し、採取地の区域を赤色で囲んだも 

のに限る。） 

b 認可申請者が埋め戻しのための土砂等の採取を行うことについて、採取地 

の全部又は一部が認可申請者の所有に属しない場合は、当該採取地から埋め 

戻しのための土砂等を採取する権原の取得に係る契約書の写し及び土壌分 

析の結果 (採石法で認可されている採取場からの土砂等の場合は除く。） 

c 認可申請者が埋め戻しのための土砂等を自ら採取しない場合は、当該土砂 

等の取得に係る契約書の写し及び土壌分析の結果（採石法で認可されている 

採取場からの土砂等の場合は除く。） 

d  埋め戻しのための土砂等の採取については、他法令の許可、認可等を要す 

る場合は、当該許可、認可等があったことを証する書類の写し又は当該許可、 

認可等の申請書の写し 



⑵ 掘削する深さが１０メートルを超え１５メートル以内のとき 

ア 上記⑴に掲げる書類のほか、次の書類を提出すること。 

(ｱ)  認可申請の時点 

a  ボーリング調査等で申請掘削深以上に砂利が賦存していることを示す書 

面 

b  砂利採取場周辺５０メートルの範囲で地下水を利用している者の住所、氏 

名、利用目的、利用頻度及び水量を記載した書面と地下水の位置図 

c  砂利採取場周辺５０メートルの範囲にある井戸で常時利用し、水位観測が 

 可能なもののうち２か所以上の井戸の水位観測、色及び透明度等の確認結果 

d  地下水等に影響が生じた場合に講ずる措置を記載した書面 

e  掘削中の掘削深（水中掘削が予想される場合を含む。）及び計画掘削こう

       配の表示方法 

f  掘削深度１０メートルの位置に設ける幅２メートル以上の小段の図面 

(ｲ) １０メートル掘削した時点 

a  砂利採取場の湧水状況（位置・量・期間)確認結果 

b  認可申請時に確認した井戸の水位観測、色及び透明度等の確認結果 

c  地下水等に影響が生じた場合に講じた措置 

 

第３ 砂利採取計画の認可の基準 

砂利採取計画については、次に掲げる基準によるほか、「砂利採取計画認可準則」 

（昭和４３年１０月２日付け４３化局第４９１号通商産業省化学工業局長・建設省河 

政発第９９号建設省河川局長通知）に従い、認可するものとする。 

１ 陸砂利 

⑴ 認可申請に係る砂利採取場の面積は、原則として、公簿面積で１５，０００平方 

メートル以内であること。 

⑵ 認可申請に係る砂利の採取の期間（砂利の採取の跡地を埋め戻すための期間を含 

む。）は、１年以内であること。 

⑶ 認可申請に係る砂利採取場とその隣接地との間には、２メートル以上の保安距離 

がとられていること。ただし、次に掲げる場合にあっては、その区分に応じ、そ 

れぞれに掲げる距離の保安距離がとられていること。 

ア 隣接地が水路又は宅地である場合（知事が災害の防止等に支障がないと認める 

場合を除く。） ５メートル以上 

イ 隣接地が県道又は市町村道である場合 ７メートル以上 

ウ 隣接地が県道又は市町村道である場合において、知事が災害の防止等に支障が 

ないと認めるとき。 知事がその都度定める距離 

エ 隣接地が一般国道である場合 １０メートル以上 



オ 隣接地が一般国道である場合において、知事が災害防止等に支障がないと認 

めるとき。知事がその都度定める距離 

カ 隣接地が一般国道、県道及び市町村道以外の重要な公共施設である場合 知 

事がその都度定める距離 

⑷ 掘削は、保安距離をとったうえ、次の表による安定こう配で行うこと。ただし、 

下図のとおり、こう配に応じた距離を保安距離に加算する場合は、安定こう配より 

急なこう配で掘削することができる。 

土               質 垂直１メートルに対する水平距離 

砂 １．５メートル 

堅くしまった砂利 １．０メートル 

堅くしまっていない砂利 １．２メートル 

 

 

 

 

 

  

 



※参考  

土質が堅くしまった砂利（安定こう配：垂直１メートルに対して水平距 

離１．０メートル＝４５度）の採取地において、６０度こう配で掘削を行 

う場合に加算すべき距離 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掘削深度 加算する距離 

５．０メートル １．１メートル 

７．０メートル １．５メートル 

１０．０メートル ２．２メートル 



※深度１０メートルまでに小段を設ける場合 

 

⑸ 掘削深は、原則として地表面から１０メートル以内とする。ただし、第２の２の 

⑵のアの(ｱ)に掲げる書類の提出があった場合は、１５メートル以内とする。 

⑹ １０メートルを超えて１５メートル以内で掘削する場合は、掘削深度１０メート 



ル地点に幅２メートル以上の小段を設けるとともに、１０メートルを超える部分に 

ついては安定こう配で掘削すること。 

  ⑺ １０メートルを超えて１５メートル以内で掘削する場合は、保安区域境界、掘削 

深、掘削のこう配を確認できる表示が行われること。 

（模式図は、掘削深度１０メートルまでは階段の高さが５メートルで安定こう配よ 

り急なこう配で掘削した場合。）。 

⑻ 掘削深が 7 メートルを超える場合又は隣接地が人の居住する建物の敷地、公衆の 

立ち入りの多い土地若しくは交通量の多い道路である場合は、砂利採取場の周囲に 

高さ１．５メートル以上の板張り又はトタン張りの防護さくが設置されること。 

⑼ 砂利の採取の跡地の埋め戻しの方法は、地下水の流通に支障を及ぼさない土砂等 

（荒目の岩石等を相当量含む土石に限る。）をもって埋め戻し、更にその上部を表 

土で覆うものであること。 

２ 山砂利 

 ⑴  採取の期間は、３年以内であること。ただし、新規に申請する採取計画について 

は、１年以内であること。 

  ⑵  認可申請に係る砂利採取場とその隣接地との間には、原則として、掘採する高さ 

  が５メートル以下のときは２メートル以上、２０メートルまでは４メートル以上、 

２０メートルを超えるときは７メートル以上の保安距離がとられていること。ただ 

し、道路等の公共施設及び人家等が隣接地にある場合は、知事がその都度定める距 

離とする。 

 ⑶  採掘終了後の残壁の形状は、階段の高さ５メートル以下、階段の幅２メートル以 

上、法面のこう配４５度以下であること。 

  ⑷  集水池は、洪水調節分として、砂利採取場の面積１ヘクタール当たり、５００立 

  方メートル以上、沈砂分として、掘採する土地の面積１ヘクタール当たり、２００ 



  立方メートル以上の集水容量を有すること。ただし、掘採する土地の面積が、５ヘ 

  クタール以上の砂利採取場に係る洪水調節分の集水容量については、知事が別に定 

  める基準によるものとする。 

３ 河川砂利 

「河川区域内における砂利採取の許認可事務の処理について」（昭和５３年２月 

17 日付け通達河第１１５４号各土木事務所長あて土木部長・環境部長通達）による。 

４ 洗浄施設 

⑴ 認可期間は３年以内とし、原則として認可期間の始期は１０月１日からとする。 

⑵ 新たに洗浄施設の認可を申請する場合の認可期間の終期は、認可日から２年を経 

過した日の翌日以降の最初の９月３０日までとする。 

⑶ 汚濁水の処理の方法は、還流方式であること。 

⑷ 場内汚濁水は、河川等に流出しないこと。 

 

第４ 採取等の指導の基準  

山砂利の採取等については、次に掲げる基準に従い、指導するものとする。 

 １ 掘採区域には、ロープ等を張り、当該区域を明確に表示するように指導するものと 

する。 

  ２  砂利採取場の最終残壁の緑化については、採掘と並行して行うように指導するもの 

とする。 

  ３  集水池の沈砂容量は、砂利採取場から流出する１年相当分の土砂量を見込んだもの 

なので、１年ごとにしゅんせつするように指導するものとする。ただし、特に必要が 

あると認められる場合は、その都度指導するものとする。 

  ４  砂利の採取を廃上したときは、集水池を埋め戻すように指導するものとする。ただ 

し、知事が災害の防止等のため存置させる必要があると認める場合については、この 

限りでない。 

 

附 則 

この要領は、昭和５２年５月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、昭和５７年４月１日から施行する。  

附 則  

この要領は、昭和６２年４月１日から施行する。  

附 則  

この要領は、平成６年４月１日から施行する。  

附 則  

（施行期日）  



１ この要領は、平成９年９月２４日から施行する。  

（経過規定）  

２ この要領の施行の際、現に改正前の砂利の採取計画の認可申請手続の指導及び認可の 

基準等に関する要領（以下「旧要領」という。）の規定により知事に対してされている 

申請は、改正後の砂利の採取計画の認可申請手続の指導及び認可の基準等に関する要領 

（以下「新要領」という。）の相当規定に基づいて知事に対してされた申請とみなす。

３ この要領の施行の際、現に旧要領第３の１の（２）の規定に基づき砂利採取法（昭和 

４３年法律第７４号）第１６条の認可を受けている者についての当該採取計画の変更に 

係る期間の延長は、６月以内とする。  

４ この要領の施行の際、現に旧要領第３の４の（１）の規定に基づき砂利採取法（昭和 

４３年法律第７４号）第１６条の認可を受けている者が、当該認可の期間満了後、引き 

続き認可を受ける場合の認可期間の終期は、新要領の規定にかかわらず原則として平成 

１２年９月３０日とする。  

附 則  

この要領は、平成１１年４月１日から施行する。  

附 則  

この要領は、平成１６年６月１日から施行する。  

附 則  

この要領は、平成２３年４月１日から施行する。  

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成２８年６月２０日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の施行の際、現に改正前の砂利の採取計画の認可申請手続の指導及び認可の 

基準等に関する要領の規定により知事に対してされている申請は、従前の例による。 

附 則 

この要領は、令和２年７月１５日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和７年７月１日から施行する。 

 



様式第１号の１（採取計画地が農地等の場合） 

 

誓 約 書  

 

 

 私（当社）は、砂利の採取計画の認可申請手続の指導及び認可の基準等に関する要領 

第２、１、⑺で定める砂利採取業者であることを誓約します。 

 

 

 

 

 

   年  月  日 

 

 

 

 埼玉県知事 宛 

 

 

 

 

                  住所（所在地） 

 

                                    氏名（名 称） 

 

                                    代表者名                                

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号の２（採取計画地が農地等以外の場合） 

 

誓 約 書  

 

 

 私（当社）は、砂利の採取計画の認可申請手続の指導及び認可の基準等に関する要領 

 

アで定める砂利採取業者 

第２、１、⑻   イで定める採石業者     であることを誓約します。 

ウで定める特定建設業者 

 

 

 

 

 

   年  月  日 

 

 

 

 埼玉県知事  

 

 

 

 

                  住所（所在地） 

 

                                    氏名（名 称） 

 

                                    代表者名                                

     

 

 

 

 

 

 


